
  ○大府市福祉タクシー等料金助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、心身障がい者のタクシーの利用に対し、その料金の一部を助成する

ことにより、社会参加を促すとともに、その世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福

祉の向上に寄与することを目的として実施する大府市福祉タクシー等料金助成事業（以

下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 福祉タクシー料金の助成の対象となる者は、本市に居住し、住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者（以下「住

民登録者」という。）で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第１７７条の１７に規定する自動車税の減免又は第４６

３条の２３に規定する軽自動車税の減免を受けた者又は指定介護老人福祉施設、介護老

人保健施設若しくは指定介護医療院に入所し、若しくは治療を目的とする医療施設に入

院している者を除く。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省

令第１５号）別表第５号に定める障害の級別が１級又は２級に該当するもの（以下

「重度障害者」という。）。ただし、次項第１号又は第２号に該当する者を除く。 

⑵ 愛知県知事が発行する療育手帳の交付を受けている者で、その判定区分がＡのもの 

 ⑶ 前２号のほか、市長が特に必要と認める者 

２ リフト付福祉タクシー料金の助成の対象となる者は、前項に該当しない住民登録者

で、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合においては、前項各号列記以

外の部分中ただし書の規定を準用する。 

⑴ 常時臥
が

床又はこれに準ずる状態にある重度障がい者 

⑵ 車椅子を使用している重度障がい者で、リフト付福祉タクシーを利用することが適

当と認められるもの 

⑶ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により要介護認定を受けた者のうち

要介護３、要介護４又は要介護５とされたもの 

（申請） 

第３条 福祉タクシー料金又はリフト付福祉タクシー料金の助成を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、福祉タクシー等料金助成券・タクシー料金助成券交付申請書

（第１号様式）を市長に提出しなければならない。この場合において、身体障害者手帳

又は療育手帳の交付を受けている者にあっては、当該身体障害者手帳又は療育手帳を、

前条第２項第３号に該当する者にあっては、介護保険証を提示しなければならない。 

２ 前項の規定は、この要綱の規定により福祉タクシー料金助成券の交付を受けている者

で年度途中において前条第２項の規定に該当することとなったものが、リフト付福祉タ

クシー料金の助成を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中

「福祉タクシー等料金助成券・タクシー料金助成券交付申請書（第１号様式）」とあるの



は、「福祉タクシー等料金助成券切替申請書（第２号様式）」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、大府市タクシー料金助成事業実施要綱の規定によりタクシー料金助

成券の交付を受けている者で年度途中において前条第２項の規定に該当することとなっ

たものが、リフト付福祉タクシー料金の助成を受けようとする場合について準用する。

この場合において、前項中「福祉タクシー等料金助成券・タクシー料金助成券交付申請

書（第１号様式）」とあるのは、「タクシー料金助成券切替申請書（第２号様式の２）」と

読み替えるものとする。 

４ 前２項の規定による申請をする場合においては、現に交付を受けている福祉タクシー

料金助成券又はタクシー料金助成券の未使用分を申請書に添付しなければならない。 

（交付） 

第４条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、大府市福祉タクシー料金助成券（第３号様式）又は大府市リフト付福祉タ

クシー料金助成券（第４号様式）（以下これらを「助成券」という。）の交付を決定し、

その旨を申請者に通知するとともに、助成券を交付するものとする。 

２ 助成券の１年度当たりの交付枚数は、次の各号に掲げる助成券の区分に応じ、当該各

号に定めるところによる。ただし、年度途中での申請における交付枚数は、第１号に規

定する助成券及び第２号に規定する助成券にあっては当該年度の残りの月数（当該申請

をした月を含む。以下同じ。）に２を乗じて得た枚数とし、第３号に規定する助成券にあ

っては当該年度の残りの月数を交付枚数とする。 

⑴ 福祉タクシー料金助成券 ２４枚 

⑵ リフト付福祉タクシー助成券（第２条第２項第３号に該当する者） ２４枚 

⑶ リフト付福祉タクシー助成券（前号に該当しない者） １２枚  

３ 前項の規定にかかわらず、前条第２項又は第３項の規定による申請の場合にあって

は、同条第４項の規定により申請書に添付された未使用分の福祉タクシー料金助成券又

はタクシー料金助成券の枚数に２分の１を乗じて得た枚数（１枚未満の端数は切り捨て

る。）とする。ただし、第２条第２項第３号に該当する場合は、未使用分の枚数と同数と

する。 

（助成額） 

第５条 福祉タクシー料金の助成額は、利用１回につき初乗料金に相当する額とする。 

２ リフト付福祉タクシー料金の助成額は、利用１回につき３，３００円とする。ただし、

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者で、第２条第２項第３号に該当す

るものの助成額は、３，６７０円とする。 

（利用できるタクシー） 

第６条 第４条の規定により助成券の交付を受けた者（以下「受給者」という。）が助成券

を利用して乗車することのできるタクシーは、市長の指定するタクシー業者のものとす

る。 

（タクシー利用方法） 

第７条 受給者は、前条に規定するタクシーを利用するときは、助成券を運転手に渡すも

のとする。この場合において、身体障害者手帳、療育手帳又は介護保険証の交付を受け

ている者は、提示しなければならない。 



（助成方法） 

第８条 タクシー料金の助成は、第６条に規定するタクシー業者が受給者から受け取った

助成券を添えて市長に請求書を提出した場合に、当該業者に対して第５条に規定する助

成額を支払うことにより行う。 

（紛失等の届出） 

第９条 受給者は、助成券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、福祉タクシー等料金

助成券再発行届（第５号様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出が破損又は汚損の場合は、受給者は、破損し、又は汚損した助

成券を添えなければならない。 

３ 前項の規定により添付された助成券が、未使用分のものと確認できる場合は、市長は、

当該破損し、又は汚損した助成券と同じ枚数の助成券を再発行することができる。 

（譲渡等の禁止）  

第１０条 受給者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（交付決定の取消し及び返還）  

第１１条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成券の交付決定の

全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成券の全部若しくは一部を返還させ

ることができる。 

⑴ この要綱又は交付決定に付けた条件に違反したとき。 

⑵ 第２条に規定する条件に該当しなくなったとき、又は受給者が死亡したとき。 

⑶ 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成券の利用に関して不正の行為があったと

き。 

⑷ 年度末において、利用しなかった助成券があるとき。 

附 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 


